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 情報提供情報提供情報提供情報提供        「広島県におけるがん予防の推進「広島県におけるがん予防の推進「広島県におけるがん予防の推進「広島県におけるがん予防の推進    ～広島県の受動喫煙防止対策～」～広島県の受動喫煙防止対策～」～広島県の受動喫煙防止対策～」～広島県の受動喫煙防止対策～」                                                                広島県健康福祉局広島県健康福祉局広島県健康福祉局広島県健康福祉局    がん対策課がん対策課がん対策課がん対策課    課長課長課長課長    佐々木佐々木佐々木佐々木    真哉真哉真哉真哉    氏氏氏氏        【広島県におけるがんの現状】【広島県におけるがんの現状】【広島県におけるがんの現状】【広島県におけるがんの現状】      広島県で新たにがんと診断される方は約 8000 人，日本人が一生でがんと診断される確率は男性で60％，女性 44.9％で 2 人に 1 人ががんにかかると言われている。県内の 40 歳以上の 1.2％，年間 100人に 1 人はがんと診断されている。また，がん死亡者数は全死亡者の約 3 割で，3 人に 1 人ががんで亡くなっている。  【【【【たばこ対策・受動喫煙防止対策たばこ対策・受動喫煙防止対策たばこ対策・受動喫煙防止対策たばこ対策・受動喫煙防止対策】】】】       ・たばこは，がんのリスクの要因の一つであるが，国の統計において，男性の喫煙率は徐々に減少し 32.2％に，女性の喫煙率は横ばいで 8.2％である。広島県の独自調査では，男性 24.1％，女性5.1％である。    ・これまでのたばこ対策の流れとしては，国において，5 月 31 日の世界禁煙デーをはじめとし，平成 4 年に世界禁煙デーから 1 週間を禁煙週間として定めている。今年の禁煙週間のテーマは「2020 年，スモークフリーの国を目指して～東京オリンピック・パラリンピックへ向けて～」であった。また，健康増進法においても受動喫煙防止対策として多数の方が利用する施設管理者には努力義務として受動喫煙防止措置が定められている。    ・県としては，喫煙率の減少(平成 29 年度目標値：男 22％以下，女性 5％以下)と公共施設の禁煙・分煙の目標を達成するために，普及啓発の推進，禁煙支援，受動喫煙防止対策に取り組んでいる。受動喫煙防止対策の取組みの一つとして健康生活応援店の推進を実施している。  【広島県がん対策推進条例・受動喫煙防止対策】【広島県がん対策推進条例・受動喫煙防止対策】【広島県がん対策推進条例・受動喫煙防止対策】【広島県がん対策推進条例・受動喫煙防止対策】       ・平成 27 年 3月に条例施行。条例制定の背景にはがん死亡率の減少がみられないこと，がん検診受診率が向上しないこと，がんのリスク要因の１つである「たばこ」について受動喫煙防止対策の強化が望まれているなどが挙げられる。受動喫煙防止対策については平成 28 年 4 月施行する。（受動喫煙防止対策を条例で規定しているのは神奈川県，兵庫県そして広島県で全国 3番目）    ・屋内の受動喫煙防止対策では施設を 3 区分し対策を図る。罰則規定がないことにしている。屋外については第 4 種として，子どもに配慮し，幼稚園等の施設の付近を含めて屋外の喫煙者に喫煙しないように義務化をしている。 ・イエローグリーンリボンについては，県としても取組みに対して支援等は行う。               
 


